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特別支援学校のセンター的機能 
今回は特別支援学校のセンター的機能について御紹介します。地域における特別支援教育を推進する体

制を整備していく上で、特別支援学校が中核的な役割を担い、高い専門性を生かしながら地域の就学前施

設等、小・中・高等学校を支援していく機能をセンター的機能といいます。 

清瀬特別支援学校では、学区域（東村山市・清瀬市・東久留米市）の教育委員会及び小中学校と連携し、

特別支援教育の充実を図っています。 

センター的機能の一つとして巡回相談を実施しています。依頼を受けて、本校特別支援教育コーディネータ

ーが小・中学校を訪問し児童・生徒の生活や学習の様子を観察します。その後支援方法や配慮について先生

方と一緒に考えます。令和６年度は34回の巡回相談を実施いたしました。巡回相談の申し込み方法について

は本校HPに掲載予定ですので御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も本校の教育活動への御理解、御協力をありがとうございました。 

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

つーながれ

特別支援学校 

就学前施設等 

小・中・高等学校 

～巡回相談の具体例～ 

・教室環境（構造化）について 

・授業中の姿勢の保持が難しい児童生徒への支援方法 

・クールダウンスペースの活用方法について 

・離席してしまう児童生徒の対応について 

・感覚過敏の児童生徒への支援について 

本校特別支援教育コーディネーターまで 

お気軽にお問合せください！ 


